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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象者の寝床における生体信号を連続的に取得する生体信号取得手段と、
　前記取得された生体信号から生体情報値を算出する生体情報値算出手段と、
　前記生体情報値に基づいて前記対象者の状態を推測する推測手段と、
　前記推測手段により前記対象者の状態が異常と推測された場合に報知を行う報知手段と
、
　を備え、
　前記推測手段は、
　前記生体情報値に基づいて、毎日定時のみで前記対象者の状態を推測し、
　前記取得された生体信号から前記対象者の心拍数、呼吸数、または活動量が算出された
とき、夜間の一定の時間帯における安静時の心拍数、呼吸数、または寝床での活動量を用
いて、前記対象者の状態が異常であるか否かを判定し、
　前記取得された生体信号から前記対象者の離在床の状況が算出されたとき、１日中の前
記対象者の離在床の状況を用いて、前記対象者の状態が異常であるか否かを判定する
　ことを特徴とする異常報知装置。
【請求項２】
　前記推測手段は、直近の前記生体情報値と過去の前記生体情報値との差異を用いて、前
記対象者の状態が異常であるか否かを判定することを特徴とする請求項１に記載の異常報
知装置。
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【請求項３】
　前記推測手段は、
　前記生体情報値が複数の異常判定条件に合致するかを判定し、
　前記異常判定条件に合致した個数が閾値を超えたとき、前記対象者の状態が異常である
と判定し、
　前記異常判定条件に合致した個数が閾値を超えないとき、前記対象者の状態は正常と判
定する
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の異常報知装置。
【請求項４】
　前記推測手段は、前記対象者の現疾病または病歴に基づいて、前記複数の異常判定条件
の重要度を変更することを特徴とする請求項３に記載の異常報知装置。
【請求項５】
　前記生体情報値を少なくとも１週間以上蓄積的に記憶する蓄積記憶手段を更に備え、
　前記推測手段は、前記蓄積記憶手段に記憶された前記生体情報値に基づいて、前記対象
者の状態を推測することを特徴とする請求項１から４の何れか一項に記載の異常報知装置
。
【請求項６】
　前記蓄積記憶手段に記憶された前記生体情報値に応じて日毎に表した帯状のグラフを、
少なくとも数日間表示させるグラフ表示手段を更に有し、
　前記推測手段は、前記グラフ表示手段に表示されるグラフに基づいて、前記対象者の状
態を推測することを特徴とする請求項５に記載の異常報知装置。
【請求項７】
　前記推測手段は、前記生体情報値に基づき、機械学習によって前記対象者の状態を推測
することを特徴とする請求項１から６の何れか一項に記載の異常報知装置。
【請求項８】
　前記推測手段は、前記生体情報値に基づき、ニューラルネットワークを用いて前記対象
者の状態を推測することを特徴とする請求項１から６の何れか一項に記載の異常報知装置
。
【請求項９】
　コンピュータに、
　対象者の寝床における生体信号を連続的に取得する生体信号取得機能と、
　前記取得された生体信号から生体情報を算出する生体情報算出機能と、
　前記生体情報に基づいて前記対象者の状態を推測する推測機能と、
　前記推測機能により前記対象者の状態が異常であると判定された場合に報知を行う報知
機能と、
　を実現させ、
　前記推測機能は、
　前記生体情報に基づいて、毎日定時のみで前記対象者の状態を推測し、
　前記取得された生体信号から前記対象者の心拍数、呼吸数、または活動量が算出された
とき、夜間の一定の時間帯における安静時の心拍数、呼吸数、または寝床での活動量を用
いて、前記対象者の状態が異常であるか否かを判定し、
　前記取得された生体信号から前記対象者の離在床の状況が算出されたとき、１日中の前
記対象者の離在床の状況を用いて、前記対象者の状態が異常であるか否かを判定する
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　対象者の状態が異常であることを判定した場合に報知可能な異常報知装置における異常
報知方法において、
　前記異常報知装置が、前記対象者の寝床における生体信号を連続的に取得する生体信号
取得ステップと、
　前記異常報知装置が、前記取得された生体信号から生体情報を算出する生体情報算出ス
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テップと、
　前記生体情報に基づいて前記対象者の状態を前記異常報知装置が推測する推測ステップ
と、
　前記推測ステップにより前記対象者の状態が異常であると判定された場合に前記異常報
知装置が報知を行う報知ステップと、
を含み、
　前記推測ステップは、
　前記生体情報に基づいて、毎日定時のみで前記対象者の状態を推測し、
　前記取得された生体信号から前記対象者の心拍数、呼吸数、または活動量が算出された
とき、夜間の一定の時間帯における安静時の心拍数、呼吸数、または寝床における活動量
を用いて、前記対象者の状態が異常であるか否かを判定し、
　前記取得された生体信号から前記対象者の離在床の状況が算出されたとき、１日中の前
記対象者の離在床の状況を用いて、前記対象者の状態が異常であるか否かを判定する
ことを特徴とする異常報知方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異常報知装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から患者の異常を通報する装置やシステムが知られている。例えば、特許文献１の
ように、非侵襲型バイタルセンサにより対象者の生活行動や生命活動を検知して複数に分
類し、分類ごとの許容継続時間を順次積算し、その積算時間が閾値を超えると通報する発
明が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３５５７７７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来、対象者の異常と関連する測定値（生体情報値）が閾値を超えたか否かによって通
報を行うことが一般的である。例えば、上述した特許文献１でも、対象者の状態や異常と
の関連の強さに関係なく、生活活動や生命活動の積算時間が所定の閾値を超えると異常と
判定し、通知を行う。しかし、対象者の状態によって精度が低下する、生活活動や生命活
動と異常の関連の強さは条件によって変動する。したがって、これらの精度の変動や異常
との関連の強さとは関係なく単純に通知されることから、精度が低下する対象者の状態や
異常との関連が弱くなる条件では信頼性がなく報知されてしまうという問題があった。
【０００５】
　また、心拍数や呼吸数といった対象者の状態の関連の強い生体情報値の正常範囲を設定
し、正常範囲を超えた場合は異常と判定する場合には、正常範囲を逸脱していない場合は
異常を見逃したり、運動によって一時的に心拍数が高くなったために誤って異常と判定さ
れたり、心肺機能の高いアスリートでは通常時でも心拍数が低いことから誤って異常と判
定されたり異常時でも正常範囲を逸脱しない場合がある。このように、正常範囲の逸脱の
みから異常を判定することにより、異常を示すアラートにおいて、誤報や異常の見逃しが
多くなりやすいという問題が生じていた。個人差、異常とは関係のないアーチファクト混
入による一過性の異常値の影響を除くためには、長期間の変化を分析して異常報知すると
いう方法がある。しかし、長期間のデータから変化を捉える方法では、データの条件を統
一して分析する必要がある。例えば、運動時と安静時が混合したデータでは、両者を切り
分けてから変化を分析しなければ異常報知の精度が低下してしまう。
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【０００６】
　とくに、病院や介護施設で利用される生体情報値に基づいて異常を報知するシステムの
場合、エラー等に基づく不必要な異常報知は、医療従事者やスタッフに不要な確認業務を
余儀なくさせ負担をかけてしまい、異常の見逃しは致命的な事態を引き起こすという問題
があった。
【０００７】
　上述した課題に鑑み、本発明が目的とするところは、対象者の生体情報値に基づいて、
精度良く対象者の状態を推測することが可能な異常報知装置等を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決するために、
　対象者の寝床における生体信号を取得する生体信号取得手段と、
　前記取得された生体信号から生体情報値を算出する生体情報値算出手段と、
　前記生体情報値に基づいて前記対象者の状態を推測する推測手段と、
　前記推測手段により前記対象者の状態が異常と判定された場合に報知を行う報知手段と
、
　を備えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明のプログラムは、
　コンピュータに、
　対象者の寝床における生体信号を取得する生体信号取得機能と、
　前記取得された生体信号から生体情報を算出する生体情報算出機能と、
　前記生体情報に基づいて前記対象者の状態を推測する推測機能と、
　前記推測機能により前記対象者の状態が異常と判定された場合に報知を行う報知機能と
、
　を実現させることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の異常報知方法は、
　対象者の状態が異常であることを判定した場合は異常を報知可能な異常報知装置におけ
る異常報知方法において、
　前記異常報知装置が、対象者の寝床における生体信号を取得する生体信号取得ステップ
と、
　前記異常報知装置が、前記取得された生体信号から生体情報を算出する生体情報算出ス
テップと、
　前記生体情報に基づいて前記対象者の状態を前記異常報知装置が推測する推測ステップ
と、
　前記推測ステップにより前記対象者の状態が異常と判定された場合に前記異常報知装置
が報知を行う報知ステップと、
　を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　対象者の寝床における生体信号から生体情報値を算出し、当該生体情報値に基づいて対
象者の状態を推測する。そして、対象者の状態が異常と判定された場合に報知を行うこと
になる。すなわち、対象者の臥床時の生体情報を利用することにより、適切に対象者の状
態を推測することが可能となり、併せて異常を報知することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１実施形態における全体を説明するための図である。
【図２】第１実施形態における機能構成を説明するための図である。
【図３】第１実施形態における患者推測処理を説明するための動作フローである。
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【図４】第２実施形態における患者推測部の機能構成を説明するための図である。
【図５】第３実施形態における機能構成を説明するための図である。
【図６】第３実施形態におけるニューラルネットワークを説明するための図である。
【図７】実施例を説明するための患者日誌（日誌データ）を説明するための図である。
【図８】実施例を説明するための患者日誌（睡眠日誌）を説明するための図である。
【図９】実施例を説明するための患者日誌（呼吸日誌）を説明するための図である。
【図１０】実施例を説明するための患者日誌（心拍日誌）を説明するための図である。
【図１１】実施例を説明するための患者日誌（呼吸イベント日誌）を説明するための図で
ある。
【図１２】実施例を説明するための患者日誌（周期体動日誌）を説明するための図である
。
【図１３】実施例を説明するための患者日誌（日誌データ）を説明するための図である。
【図１４】実施例を説明するための患者日誌（日誌データ）を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための一つの形態について説明する。具体的に
は、本発明の異常報知装置を適用した場合ついて説明するが、本発明が適用される範囲は
当該実施形態に限定されるものではない。
【００１４】
　［１．第１実施形態］
　［１．１　システム全体］
　図１は、本発明を適用した異常報知システム１の全体概要について説明するための図で
ある。図１に示すように、異常報知システム１は、ベッド１０の床部と、マットレス２０
の間に載置される検出装置３と、検出装置３より出力される値を処理するため処理装置５
を備えて構成されている。この検出装置３、処理装置５とで生体情報の出力装置を構成し
ている。
【００１５】
　マットレス２０に、対象者（以下、一例として「患者Ｐ」とする）が在床すると、対象
者である患者Ｐの生体信号として体振動（人体から発せられる振動）を検出装置３が検出
する。そして、検出された振動に基づいて、患者Ｐの生体情報値が算出される。本実施形
態においては、算出された生体情報値（少なくとも、呼吸数、心拍数、活動量）を、患者
Ｐの生体情報値として出力・表示することができる。なお、例えば検出装置３に記憶部、
表示部等を設けることにより一体に形成されてもよい。また、処理装置５は、汎用的な装
置で良いため、コンピュータ等の情報処理装置に限られず、例えばタブレッドやスマート
フォン等といった装置で構成されてもよい。
【００１６】
　また、対象者としては、病気療養中の者であったり、介護が必要なものであったりして
もよい。また、介護が必要でない健康な者であっても、高齢者でも子供でも、障害者でも
、人でなくても動物でも良い。
【００１７】
　ここで、検出装置３は、厚さが薄くなるようにシート状に構成されている。これにより
、ベッド１０と、マットレス２０の間に載置されたとしても、患者Ｐに違和感を覚えさせ
ることなく使用できるため、寝床での生体情報値を長期間測定（例えば、１時間以上、８
時間以上といった所定期間や、一晩や、一睡眠、一週間、一ヶ月、一年、十年以上といっ
た所定期間の測定）できることとなる。すなわち、体振動から生体情報値を算出するため
、対象者が体を動かしているときには呼吸数・心拍数は測定できず（体動時は呼吸数・心
拍数の測定精度が低下するため、異常報知システムにとってはノイズとなる）、安静時に
限定した患者の状態として生体情報値等を取得することとなる。さらに、検出装置３は測
定された体振動データの信頼性を判定し、信頼性の高いデータのみを記録する機能を備え
ている。
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【００１８】
　なお、検出装置３は、患者Ｐの生体信号（体動や呼吸運動や心弾動等）を取得できれば
よい。本実施形態においては、体振動に基づいて心拍数や呼吸数を算出しているが、例え
ば赤外線センサを用いて検出したり、取得された映像等により患者Ｐの生体信号を取得し
たり、歪みゲージ付きアクチュエータを利用したりしても良い。また、内蔵された加速度
センサ等を利用することにより、例えばベッド１０上に載置されたスマートフォンや、タ
ブレット等で実現してもよい。
【００１９】
　また、「寝床」というのは、対象者である患者が寝る場所であり、通常はベッド装置に
載置されたマットレスの上や、エアセルの上、布団の上等をいうが、患者が寝る場所であ
れば、自動車用シート、ソファーといった広義なものを含むものとする。
【００２０】
　［１．２　機能構成］
　つづいて、異常報知システム１の機能構成について、図２を用いて説明する。本実施形
態における異常報知システム１は、検出装置３と、処理装置５とを含む構成となっており
、各機能部（処理）は、生体信号取得部２００以外についてはどちらで実現されても良い
。すなわち、これらの装置を組み合わせることにより、異常報知装置として機能する。
【００２１】
　なお、異常報知システム１は、異常を通報する先はスタッフであったり、家族であった
りしても良い。また、通報する方法としては、単に音や画面表示で通報（報知）しても良
いし、メール等で携帯端末装置に通報しても良い。また、他の端末装置等に通報（通知）
をしても良い。
【００２２】
　異常報知システム１（異常報知装置）は、制御部１００と、生体信号取得部２００と、
生体情報値算出部３００と、睡眠状態判定部３５０と、入力部４００と、出力部４５０と
、記憶部５００と、患者状態取得部６００と、患者状態推測部７００と、アラート出力部
８００とを含んで構成されている。図１の場合であれば、制御部１００、生体信号取得部
２００及び記憶部５００は検出装置３に備えられており、それ以外は処理装置５に備えら
れている。また、患者状態取得部６００は、生体信号取得部２００を利用しても良いし、
ベッド１０に別に設けられても良い。
【００２３】
　制御部１００は、異常報知システム１の動作を制御するための機能部である。例えば、
ＣＰＵ等の制御装置により構成されても良いし、コンピュータ等の制御装置で構成されて
も良い。制御部１００は、記憶部５００に記憶されている各種プログラムを読み出して実
行することにより各種処理を実現することとなる。なお、本実施形態においては、制御部
１００は全体として動作しているが、検出装置３、処理装置５のそれぞれに設けることも
できるものである。
【００２４】
　生体信号取得部２００は、患者Ｐの生体信号を取得するための機能部である。本実施形
態では、一例として、圧力変化を検出するセンサを利用して生体信号の一種である体振動
が取得される。そして取得された体振動は、呼吸数、心拍数、活動量などの生体情報値デ
ータに変換されて出力される。更に、体振動データに基づいて患者の臥床状態（例えば、
患者Ｐが臥床しているか否か、在床、離床や端座位等）を取得したり、後述するように睡
眠状態（睡眠、覚醒）を取得したりすることも可能である。
【００２５】
　なお、本実施形態における生体信号取得部２００は、例えば、圧力センサにより患者の
体振動を取得し、体振動から呼吸や心拍を取得するが、荷重センサにより、患者の重心位
置や荷重値の変化により生体信号を取得することとしても良いし、マイクロフォンを設け
ることにより、マイクロフォンが拾う音に基づいて生体信号を取得しても良い。何れかの
センサを用いて、患者の生体信号を取得出来れば良い。
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【００２６】
　すなわち、生体信号取得部２００は、検出装置３のような装置が接続されても良いし、
外部の装置から生体信号を受信する構成としても良い。
【００２７】
　生体情報値算出部３００は、患者Ｐの生体情報値（呼吸数・心拍数など）を算出するた
めの機能部である。本実施形態では、生体信号取得部２００より取得された体動から呼吸
成分・心拍成分を抽出し、呼吸間隔、心拍間隔に基づいて呼吸数、心拍数を求めても良い
。また、生体情報値算出部３００は、体動の周期性を分析（フーリエ変換等）し、ピーク
周波数から呼吸数、心拍数等の生体情報値を算出してもよいし、パターン認識や人工知能
（機械学習）を用いて生体情報を算出しても良い。
【００２８】
　睡眠状態判定部３５０は、患者の睡眠状態を判定するための機能部である。例えば、生
体情報値算出部３００により取得された生体信号に基づいて、患者の睡眠状態を判定する
。睡眠状態としては「覚醒」「睡眠」と判定しても良いし、更に睡眠を「レム睡眠」「ノ
ンレム睡眠」と判定しても良いし、眠りの深さを判定しても良い。
【００２９】
　入力部４００は、測定者が種々の条件を入力したり、測定開始の操作入力をしたりする
ための機能部である。例えば、ハードウェアキーや、ソフトウェアキーといった何れかの
入力手段により実現される。
【００３０】
　出力部４５０は、睡眠状態や、心拍数、呼吸数といった生体情報値を出力したり、異常
を報知したりするための機能部である。出力部４５０としては、ディスプレイ等の表示装
置であっても良いし、警報等を報知する報知装置（音出力装置）であっても良い。また、
データを記憶する外部記憶装置や、データを通信路で送信する送信装置等であっても良い
。また、他の装置に対して通報する場合の通信装置であっても良い。
【００３１】
　記憶部５００は、異常報知システム１が動作するための各種データ及びプログラムを記
憶しておく機能部である。制御部１００は、記憶部５００に記憶されているプログラムを
読み出して実行することにより、各種機能を実現することとなる。ここで、記憶部５００
は、例えば半導体メモリや、磁気ディスク装置等により構成されている。ここで、記憶部
５００には、生体情報データ５１０が記憶されている。
【００３２】
　生体情報データ５１０は、取得された生体信号（体動）から求められる呼吸数や、心拍
数が記憶されている。なお、本実施形態では、呼吸数と心拍数と体動とが記憶されるが、
この中で少なくとも１つが記憶されればよい。また、生体情報値算出部３００により算出
可能な生体情報値であれば他の情報（例えば、呼吸振幅の変動等にもとづく呼吸イベント
指数、体動の周期性にもとづく周期性体動指数）をさらに記憶しても良い。
【００３３】
　睡眠状態データ５２０は、患者の睡眠状態が記憶されている。睡眠状態判定部３５０に
より判定された睡眠状態として、「睡眠」「覚醒」や、患者状態取得部６００により取得
された「在床」「離床」といった状態が記憶されている。
【００３４】
　患者状態取得部６００は、患者の状態を取得する為の機能部である。例えば、ベッド１
０に設けられた荷重センサ等により、患者の状態（離床・在床等）を取得する。なお、上
述したように、生体信号取得部２００において実現しても良い。
【００３５】
　患者状態推測部７００は、生体情報値等のパラメータから患者の状態を推測するための
機能部である。患者状態推測部７００により、患者の状態が異常と推測された場合は、ア
ラート出力部８００によりアラートが出力（報知）される。
【００３６】
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　患者状態推測部７００が、患者の状態を推測するタイミングとしては、リアルタイムで
あっても良いし、所定時間の間隔毎に推測されてもよい。例えば、５分毎に推測しても良
いし、１時間毎に推測しても良い。また、朝や夜の決められた時間（例えば、朝６時、夜
９時等）に１回定期的に推測する事としても良いし、決められた時間に２回、３回と推測
することとしても良い。また、患者の入眠時や、在床後３０分経過といったタイミングで
推測されてもよい。
【００３７】
　決まった時刻に毎日１回推測することは、同じ条件で推測できるため、推測精度が高ま
る効果が得られる。特に、起床時に毎日1回定時に推測することが誤報と失報を減らすた
めに効果的である。対象者の異常は睡眠中の生体情報値に現れることが多いため、当該日
の就床から起床まで（もしくは夜間の一定時間帯）の情報を過去の情報と比較すること、
就床から起床まで（もしくは夜間の一定時間帯）の生体情報値の経時変化を評価すること
が異常の推定に効果的だからである。また、例えば、深夜３時に誤って異常が通報された
場合、通報に対応する人の労力と、対応による対象者の睡眠妨害の両面から悪影響が大き
いが、毎朝の起床時刻付近であれば、対応者（看護師や介護者）が対象者（患者や要介護
者）の起床を促す際についでに状態を確認することができる。対象者にとっても、毎朝規
則正しい時刻に起床することは生体リズムの規則性の確保のために重要であり、日中の覚
醒度の向上と夜間の良質な睡眠につながる。
【００３８】
　［１．２　処理の流れ］
　ここで、本実施形態における患者状態推測部７００における患者の状態が異常と推測さ
れる方法について説明する。
【００３９】
　図３は、患者の状態を推測する患者状態推測処理を説明するための動作フローである。
本実施形態においては、図３の患者状態推測処理が実行されることにより、患者状態推測
部７００が患者の状態を推測する。
【００４０】
　まず、生体情報値を取得（算出）する（ステップＳ１０２）。ここで、生体情報値とし
ては、呼吸数、心拍数、活動量が重要であるが、さらに睡眠・覚醒（在床）・離床といっ
た患者の状態を取得することによって眠れなくなった、寝床にいる時間が増えた、寝床に
いない時間が増えた、などの変化、連続在床時間や連続離床時間なども加味したより詳細
な患者状態推測が可能となる。
【００４１】
　さらに、生体情報値の１つとして、患者に関する指数（生体指数）である、呼吸イベン
ト指数、周期性体動指数を取得することによって、これらの絶対値、日々の平均値の変化
、２４時間の時系列分布の変化、などから更に詳細な患者状態推測が可能となる。また、
生体情報値の履歴を取得し、過去の値や、平均値、標準偏差、変動係数、直近の所定時間
の変化の値・割合が取得されても良い。
【００４２】
　生体情報値は、生体情報値として直接取得されても良いし、生体信号から所定の演算を
実行することにより算出されたとしてもよい。また、１つの生体情報値から、他の生体情
報値や、指数を算出してもよい。
【００４３】
　つづいて、異常判定条件に合致するか否かを判定する（ステップＳ１０４）。異常判定
条件に合致した場合には、異常判定数に１加算する（ステップＳ１０４；Ｙｅｓ→ステッ
プＳ１０６）。そして、全ての異常判定条件について判定が終わっていなければ、次の異
常判定条件を読み出し、同様に異常判定条件に合致しているかを判定する（ステップＳ１
０８；Ｎｏ→ステップＳ１１０→ステップＳ１０４）。
【００４４】
　すなわち、患者状態推測部７００において、患者状態を推測する場合には、複数の異常
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判定条件に合致するか否かを、生体情報値や、睡眠状態に基づいて判定することとなる。
ここで、異常判定条件の一例について、以下説明する。
【００４５】
　すなわち、異常判定条件としては、以下のような条件が考えられる。寝床において取得
された生体信号から算出された生体情報値の中でも、心拍数・呼吸数・活動量などは、日
中より夜間、覚醒時より睡眠時のほうがノイズの少ないデータであることを利用した条件
である。尚、寝たきりの場合は、日中でもノイズが少ないため、夜間以外のデータも利用
しても良い。また、体調が悪化すると、日中の在床時間が増える・不穏になり離床が増え
る・早朝に起床する、といったように24時間の離床と在床の状況に変化が現れるため、こ
れらの情報については、日中か夜間か、覚醒時か睡眠時か、とは無関係に条件として利用
する。
【００４６】
　（１）直近３０分間の平均呼吸数（瞬時値ではなく比較的長時間の値を用いることで、
精度が良くなる）
　（２）夜間の平均呼吸数の直近と過去平均値との差異（夜間の平均呼吸数は個人内の変
動が小さく、精度が良い）
　（３）直近６０分間の平均心拍数（呼吸数よりも測定精度が低いため、(1)よりも算出
時間を長くする）
　（４）夜間の平均心拍数の直近と過去平均値との差異（呼吸数よりも測定精度が低いた
め、（２）よりも異常判定条件を満たしにくくする、または、異常判定結果の重みを小さ
くする）
　（５）夜間の呼吸数の線形近似直線の傾き（大局的な変動傾向のため精度が高い。夜間
の前半の平均値と後半の平均値の差分など、夜から朝にかけて呼吸数が上昇傾向にあるの
か下降傾向にあるのかを評価できる指標であれば良い。）
　（６）夜間の心拍数の線形近似直線の傾き（大局的な変動傾向のため精度が高いが呼吸
数よりは精度が低いため、異常判定条件を満たしにくくする、または、異常判定結果の重
みを小さくする。夜間の前半の平均値と後半の平均値の差分など、夜から朝にかけて心拍
数が上昇傾向にあるのか下降傾向にあるのかを評価できる指標であれば良い。）
【００４７】
　（７）夜間の呼吸数のばらつき（個人特有の指標であり、大局的な変動傾向のため精度
が高い。標準偏差や変動係数など。）
　（８）夜間の心拍数のばらつき（個人特有の指標であり、大局的な変動傾向のため精度
が高いが呼吸数よりは精度が低いため、異常判定条件を満たしにくくする、または、異常
判定結果の重みを小さくする。標準偏差や変動係数など。）
　（９）夜間の平均活動量の直近と過去平均値との差異（個人特有の指標であり、大局的
な変動傾向のため精度が高い）
　（１０）夜間の平均呼吸イベント指数の直近と過去平均値との差異（個人特有の指標で
あり、大局的な変動傾向のため精度が高い）
　（１１）夜間の平均周期性体動指数の直近と過去平均値との差異（個人特有の指標であ
り、大局的な変動傾向のため精度が高い）
　（１２）夜間の平均離床時間の直近と過去平均値との差異（個人特有の指標であり、大
局的な変動傾向のため精度が高い）
　（１３）２４時間（１分毎）の平均在床率（０～１）と直近２４時間の判定（在床：１
、離床：０）の差の積算値（１分毎の積算値：０～１４４０）（個人特有の指標であり、
大局的な変動傾向のため精度が高い）
　（１４）直近８時間の平均活動量（活動性との関連が強い指標であり、大局的な変動傾
向のため精度が高い）
【００４８】
　これらの各異常判定条件に基づいて、それぞれ基準値を超えているか否かを判定する。
例えば、異常判定条件（１）であれば、入力された生体情報のうち、呼吸数を用いて判定
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する。例えば、直近３０分間の平均呼吸数を算出し、その平均呼吸数が基準値（例えば、
８～２８）に入っていない場合には、異常と判定し、異常判定数に１加算する。
【００４９】
　なお、各異常判定条件において、患者の状態が異常であるか否かを判定する方法は対象
者の属性、現疾患や病歴、生体信号取得部の特性、誤報を少なくしたいか見逃し（失報）
を少なくしたいか、などによって適宜変更されても良い。例えば、病歴に応じる場合は、
心臓に持病を抱えていて、注意すべき場合は重要度を上げるといったことが考えられる。
また、心臓に持病を抱えて不整脈が出ている場合には、心拍数の精度が落ちるため心拍数
に関連する条件の重要度を下げるといった場合も考えられる。
【００５０】
　また、例えば、生体信号取得部２００の特性としては、精度に差がある場合は、製品に
よって重みづけを変えることも考えられる。例えば、対象者の下に載置し体振動に基づく
場合には、呼吸数の方が正確に取得できるために、呼吸数の重み付けを重くする。また、
心電計の場合は、心拍数の方が正確に取得できるために、心拍数の重み付けを重くする。
このように、センサの種類に応じて、重要度（重み付けや優先度）を割り当てても良い。
【００５１】
　すなわち、これらの異常判定条件を複数組み合わせて患者の異常を判定することが重要
である。例えば、異常基準値として「３」が設定されている場合、異常判定数が異常基準
値である「３」以上となっていれば患者の状態は「異常」と判定される（ステップＳ１１
２；Ｙｅｓ→ステップＳ１１４）。また、それ未満の場合、例えば異常判定数が「２」以
下（異常基準値が「３」の場合）の場合は、患者の状態は正常であると判定される。
【００５２】
　なお、図３では、異常判定数と、異常基準値とを用いて、単に異常判定条件の個数で判
定しているが他の方法でも患者状態を判定することは可能である。
【００５３】
　例えば、例えば、各異常判定条件への合致を判定するかわりに、それぞれについて異常
度判定式から異常度を算出し、算出された異常度の合計値を用いて患者状態を判定しても
良い。例えば、各値を多変量解析することにより、全体の異常度を算出し、患者状態を判
定してもよい。
【００５４】
　また、各異常判定条件は、全て使う必要は無く必要に応じて組み合わせることも可能で
ある。また、それぞれの異常判定条件と真の異常との関連の強さは一律ではなく、前述の
対象者の属性、現疾患や病歴、生体信号取得部の特性、誤報を少なくしたいか見逃し（失
報）を少なくしたいか、などによっても変わるため、真の異常との関連の強さに従い重み
付けした異常判定数を用いても良い。
【００５５】
　また、複数の異常判定条件のうち、重要な条件を優先して利用しても良い。例えば、対
象者の下に載置し体振動に基づく場合においては、上述した異常判定条件の中では、（１
）の条件が最も効果が高く、当該条件を優先的に利用したり、重要である重み付けを行っ
たりして異常判定を行ってもよい。
【００５６】
　［２．第２実施形態］
　つづいて、第２実施形態について説明する。第１実施形態では、患者状態推測部７００
において、入力された生体情報を、異常判定条件に基づいて判定することで患者状態を推
測することとして説明した。
【００５７】
　本実施形態は、患者状態推測部７００が、人工知能（機械学習）を用いて患者の状態を
推測する場合について説明する。
【００５８】
　本実施形態は、図３の患者状態推測処理の代わりに、図４の患者状態推測部７０５に基
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づいて患者状態を推測する。
【００５９】
　ここで、本実施形態における患者状態推測部７０５の動作について説明する。患者状態
推測部７０５は、生体情報や、患者の状態を入力値（入力データ）とし、人工知能や各種
統計指標を利用することにより、患者の状態を推測する。
【００６０】
　図３に示すように、患者状態推測部７０５は、特徴抽出部７１０と、識別部７２０と、
識別辞書７３０と、患者状態出力部７４０とが含まれている。
【００６１】
　まず、患者状態推測部７０５に入力される入力データとしては、種々のパラメータが入
力され、利用される。例えば、本実施形態においては、生体信号取得部により取得された
体振動データから算出された「呼吸数」「心拍数」「睡眠状態」「活動量」が利用されて
いる。これらの生体情報値から算出される「呼吸数のばらつき」「心拍数のばらつき」、
同じ体振動データから算出された「呼吸イベント指数」「周期性体動指数」も利用可能で
ある。
【００６２】
　ここで、「睡眠状態」は、「在床」と「離床」の状態が含まれており、在床時には「覚
醒」「睡眠」の状態が特定可能である。「睡眠」はさらに「レム睡眠」「ノンレム睡眠」
と分類してあっても良いし、眠りの深さを判定してあっても良い。また、「呼吸イベント
指数」としては、睡眠１時間あたりの呼吸振幅の有意な変動回数を用いるが、睡眠１時間
当たりの無呼吸回数（無呼吸指数）を利用したり、睡眠１時間当たりの無呼吸及び低呼吸
の合計回数（無呼吸低呼吸指数）を利用したりしてもよい。また、「周期性体動指数」は
、睡眠１時間あたりの周期的な体動の発生回数を用いるが、睡眠１時間あたりの周期性四
肢運動の回数を利用してもよい。
【００６３】
　そして、特徴抽出部７１０により、各特徴点が抽出され、特徴ベクトルとして出力され
る。ここで、特徴点として抽出されるものは、例えば以下のものが考えられる。
【００６４】
　（１）呼吸数３０［回／分］以上又は８［回／分］以下が一定時間以上継続
　（２）心拍数１２０［回／分］以上又は４０［回／分］以下が一定時間以上継続
　（３）夜間睡眠の開始から終了にかけて心拍数または呼吸数のトレンドが上昇（１０％
以上）
　（４）夜間（２１：００～６：５９）の呼吸数または心拍数のばらつき（標準偏差、変
動係数）が一定値以上
　（５）呼吸イベント指数もしくは周期性体動指数が有意に減少
　（６）呼吸イベント指数もしくは周期性体動指数が有意に増加、もしくは一定値以上（
夜間）
　（７）活動量が有意に増加もしくは減少
　（８）睡眠判定が一定時間以上継続、夜間の覚醒判定が９５％以上
【００６５】
　これらの特徴点を１又は複数組み合わせることにより、特徴ベクトルが出力される。な
お、特徴点として説明したものは１例であり、当該値に限定されるものではない。例えば
、（１）を例に取ると、呼吸数２５［回／分］以上であってもよいし、１０［回／分］以
下であってもよい。このように、各値は、説明の都合上の値である。そして、該当する特
徴点は「１」、非該当の特徴点は「０」が出力されでも良いし、確率変数が出力されても
良い。
【００６６】
　そして、上述した特徴点を全て含まれる場合は、特徴空間は８次元であり、８次元の特
徴ベクトルとして識別部７２０に出力される。
【００６７】
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　識別部７２０は、入力された特徴ベクトルから、患者状態に対応するクラスを識別する
。このとき、識別辞書７３０として、事前に用意した複数のプロトタイプと照合すること
により、クラスを識別する。プロトタイプは、各クラスに対応する特徴ベクトルとして記
憶していても良いし、クラスを代表する特徴ベクトルを記憶していてもよい。
【００６８】
　クラスを代表する特徴ベクトルが記憶されている場合には、最も近いプロトタイプの属
するクラスを決定する。このとき、最近傍決定則により決定してもよいし、ｋ近傍法によ
り識別してもよい。
【００６９】
　なお、識別部７２０が利用する識別辞書７３０は、予めプロトタイプを記憶してもよい
し、機械学習を利用して記憶することとしても良い。
【００７０】
　そして、識別部７２０により識別されたクラスに対応して、患者状態出力部７４０によ
り患者状態が出力される。出力される患者の状態としては、「正常」又は「異常」であり
、異常としては「発熱」「容体変化」等が識別されてもよいし、確率変数が出力されても
良い。
【００７１】
　これにより、本実施形態によれば、「呼吸数」「心拍数」「活動量」「離床」「在床」
を含んだ生体情報を取得し、これらの生体情報から、患者の状態を推測することが可能と
なる。
【００７２】
　［３．第３実施形態］
　つづいて、第３実施形態について説明する。第３実施形態は、第１実施形態の図２の機
能構成を、図５に置き換えたものである。
【００７３】
　第１実施形態の機能構成に加えて、患者日誌出力部６５０を更に備えている。また、患
者状態推測部７００の代わりに、ニューラルネットワークを利用して患者の状態を推測す
る患者状態推測部７５０を備えている。
【００７４】
　患者日誌出力部６５０は、取得された生体情報値や、睡眠状態（０：離床、１：在床・
覚醒、２：睡眠）を、１行を２４時間とした１分毎の画素値の値とした画像データ（「１
４４０ピクセル×日数分のピクセル」の画像データ）として出力する機能部である。患者
日誌としては、患者の呼吸数を表す呼吸日誌、患者の心拍数を表す心拍日誌、患者の睡眠
状態を表す睡眠日誌、患者の体動を表す活動量日誌、呼吸イベント回数を表す呼吸イベン
ト日誌、周期性体動イベント回数を表す周期性体動日誌等が出力可能である。なお、これ
らのパラメータは組み合わせて一つの患者日誌として出力されても良い。これらの患者日
誌のグラフを、画像データである日誌データとして出力可能である。
【００７５】
　患者状態推測部７５０は、入力された日誌データから患者状態を推測するための機能部
である。ここで、患者状態を推測する処理としては、最近はディープラーニング（ディー
プニューラルネットワーク）が特に画像認識において高い精度を出しており、本実施形態
でも一例として当該方法を利用する。このディープラーニングにおける処理について、図
５を用いて簡単に説明する。
【００７６】
　まず、患者状態推測部７５０は、患者日誌出力部６５０から出力される日誌データ（画
像データ）の信号を、複数の層と、各層に含まれるニューロンによって構成されるニュー
ラルネットワークに入力する。各ニューロンは別の複数のニューロンから信号を受け取り
、演算を施した信号を別の複数のニューロンへ出力する。ニューラルネットワークが多層
構造の場合、信号が流れる順に、入力層、中間層（隠れ層）、出力層と呼ばれる。
【００７７】
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　ニューラルネットワークの中間層が複数の層からなっているものはディープニューラル
ネットワーク（例えば、畳み込み演算を持つConvolutional Neural Network（畳み込みニ
ューラルネットワーク））と呼ばれ、これを用いた機械学習の手法をディープラーニング
と呼ぶ。
【００７８】
　日誌データはニューラルネットワークの各層のニューロンに各種演算（畳み込み演算、
プーリング演算、正規化演算、行列演算等）が施され、形を変えながら流れ、出力層から
複数の信号が出力される。
【００７９】
　ニューラルネットワークからの複数の出力値は、それぞれ、患者の状態に紐づいていて
、値が最も大きい出力値に紐づく患者の状態と推測する、というような処理を行う。また
は、患者の状態を直接出力しなくとも、一又は複数の出力値を分類器に通して、分類器の
出力から患者の状態を推測してもよい。
【００８０】
　ニューラルネットワークの各種演算に用いる係数であるパラメータは、事前にニューラ
ルネットワークへ数多くの日誌データと、当該日誌データの患者の状態とを入力し、出力
値と正解値との誤差を、誤差逆伝播法により、ニューラルネットワークを逆方向に伝搬し
、各層のニューロンのパラメータを何度も更新することによって決まる。このように、パ
ラメータを更新し、決める工程を学習と呼ぶ。
【００８１】
　ニューラルネットワークの構造や、個々の演算については、書籍や論文で解説された公
知技術であり、その何れかの技術を利用すれば良い。
【００８２】
　患者状態推測部７５０を利用することにより、患者の生体情報等の入力データから、患
者の状態が出力される。
【００８３】
　なお、上述した実施形態では、1行を２４時間とした日誌データを入力してニューラル
ネットワークを利用しているが、週単位のリズム性を考慮して1行を7日間とし日誌データ
、概ね月単位のリズム性を考慮して1行を２８日間とした日誌データ、年単位のリズム性
を考慮して１行を３６５日間とした日誌データ、などとしても良いし、リズム性をあらか
じめ考慮しない生体情報値を入力してニューラルネットワークを利用しても良い。すなわ
ち、「心拍数」「呼吸数」「活動量」「離床」「在床」といった情報をそれぞれの時間軸
を同期させてニューラルネットワークに入力し、学習させることで患者状態を推測しても
よい。
【００８４】
　［４．第４実施形態］
　つづいて、第４実施形態について説明する。第４実施形態は、第１実施形態と異なり、
患者状態推測部７００が、ニューラルネットワークを利用する場合について説明する。
【００８５】
　まず、患者状態推測部７００は、上述した種々のパラメータが入力され、利用される。
例えば、本実施形態においては、生体信号取得部２００により取得された体振動データか
ら算出された「呼吸数」「心拍数」「活動量」が利用されている。同じ体振動データから
算出された「呼吸イベント指数」「周期性体動指数」も利用可能である。また、患者の「
睡眠」及び「覚醒」を含む「在床」と、「離床」といった睡眠状態も利用可能である。
【００８６】
　これらの生体情報値や、睡眠状態、その他患者の状態（以下、「患者生体情報」という
）を、複数の層と、各層に含まれるニューロンによって構成されるニューラルネットワー
クに入力する。各ニューロンは別の複数のニューロンから信号を受け取り、演算を施した
信号を別の複数のニューロンへ出力する。ニューラルネットワークが多層構造の場合、信
号が流れる順に、入力層、中間層（隠れ層）、出力層と呼ばれる。なお、ニューラルネッ
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トワークについては、他の実施形態で説明したため、その詳細は省略する。
【００８７】
　このように、患者生体情報に基づいて、患者状態推測部７００を利用することにより、
患者生体情報の入力データから、患者の状態が推測される。
【００８８】
　また、生体信号に基づいて算出された生体情報値や、睡眠といった時系列データの場合
、リカレントニューラルネットワーク（ＲＮＮ：Recurrent Neural Network）を利用して
も良い。これは、上述したようなニューラルネットワークの方法を拡張することで、時系
列のデータを扱えるようにするものである。リカレントニューラルネットワークとしては
、エルマンネットワーク（Elman Network）、ジョーダンネットワーク（Jordan Network
）、エコーステートネットワーク（Echo State Network）、ＬＳＴＭ（Long Short-Term 
Memory network）といった種々のネットワークがあるが、適切なネットワークを利用する
ことにより、より適切に患者の状態を推測することが可能となる。
【００８９】
　例えば、エルマンネットワークでは、時刻ｔにおけるデータだけでなく、時刻ｔ－１に
おける隠れ層（中間層）のデータを利用することができる。このようなネットワーク構成
にすることで、過去の患者生体情報が、現在の予測に影響を与えられるようになり、時間
における関係性に基づいても、患者の状態を推測することが可能となる。
【００９０】
　このように、本実施形態によれば、患者生体情報（例えば、「呼吸数」「心拍数」「睡
眠状態（レム睡眠、ノンレム睡眠、浅睡眠、深睡眠など）」「活動量」「呼吸のばらつき
」「心拍のばらつき」「呼吸イベント指数」「周期性体動指数」「睡眠」「覚醒」「在床
」「離床」等）といった種々の情報から、ニューラルネットワークや、リカレントネット
ワーク等を利用することにより、患者の状態を適切に推測することができるようになる。
【００９１】
　［５．実施例］
　上述した実施形態を利用することにより、患者の状態を推測する実施例について説明す
る。
【００９２】
　図６は、患者日誌の一例を説明するための図である。本図では、対象者の睡眠状態を日
毎に表した睡眠日誌の例であり、縦方向に日毎に睡眠状態を示すグラフが表示されている
。例えば、離床を白色、覚醒（在床）を橙色、睡眠（在床）を青色で表してもよい。図６
では、離床、覚醒（在床）、睡眠（在床）と色が濃く表示されている。
【００９３】
　生体情報値は２４時間、１週間などの周期的な変動を示すことが通常であるため、この
ように、患者日誌を利用することにより、対象者の長期的変動が見やすくなり、体調不良
に早く気がつけるというメリットがある。これら複数の日誌データにより、患者の状態を
精度良く推測することが可能となる。例えば、心拍数が異常値を示している時間帯に呼吸
数など他の生体情報値に変化がない場合、毎日一定の時間帯に異常値を示している場合な
どは異常と判定しない、などが可能となる。
【００９４】
　［５．１　各患者日誌データの説明］
　患者日誌としては、複数利用可能である。通常、患者日誌を利用して人手で患者の異常
を視認判定するが、本実施形態のシステムを利用することにより、判定の個人差や能力に
よらない一定の基準で適切かつ視認判定の労力かけることなく患者の異常を自動で推測し
、報知することが可能となる。
【００９５】
　例えば、図８～図１２は、ある介護施設で生活している要介護高齢者の入院前の患者日
誌である。図８が睡眠日誌、図９が呼吸日誌、図１０が心拍日誌、図１１が呼吸イベント
日誌、図１２が周期性体動日誌である。
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【００９６】
　全ての患者日誌は、１行が２４時間であり、グラフ中央が午前０時を示している。１／
２（土）の午前５時３０分頃から入院しており、それ以前に体調不良であることがグラフ
から読み取ることができる。すなわち、１２／２１～１２／２３頃から体調の変化が読み
とれる。
【００９７】
　図８の睡眠日誌は、離床時（ほぼ白）、在床しているが覚醒時（グレー／本来は黄色）
、在床して睡眠時（ほぼ黒／本来は青色）を示している。１２／２１～１２／２３頃を参
照すると、在床時間は変わらないが、覚醒状態が減っていることが解る。通常、覚醒状態
が減ることは良い変化である。
【００９８】
　図９の呼吸日誌は、呼吸数を８～３０の範囲で色を使って表しているグラフである。例
えば、呼吸数３０以上を赤色（呼吸数が高いのを赤系の色）、呼吸数８以下を青色（呼吸
数が低いのを青系の色）で表している。すなわち、８から３０にかけて青色→水色→緑色
→黄色→橙色→赤色と変化させている。当該グラフをグレースケールで表示しているのが
図９である。
【００９９】
　１２／２３（水）のグラフでは、１８：００～０４：００にかけて黄色や赤が増えてお
り、呼吸数の異常が読み取れる。一方で、１２／２１（月）、２２（火）には異常が読み
取れない。
【０１００】
　図１０の心拍数日誌は、心拍数を４０～１２０の範囲で色を使って表しているグラフで
ある。例えば、呼吸数１２０以上を赤色（心拍数が高いのを赤系の色）、心拍数４０以下
を青色（心拍数数が低いのを青系の色）で表している。すなわち、４０から１２０にかけ
て青色→水色→緑色→黄色→橙色→赤色と色の波長を変化（本事例では８１段階に変化）
させている。当該グラフをグレースケールで表示しているのが図１０である。
【０１０１】
　例えば、１２／２０迄はほぼ緑色であるが、１２／２１や、１２／２３の１８：００～
２２：００にかけて、黄色、赤色等が僅かに現れており、心拍が少し乱れていることが解
る。また、１２／２８の０４：００以降は赤色が多く表されており、容体が悪化している
ことが解る。
【０１０２】
　図１１の呼吸イベント日誌は、呼吸イベント指数を０～５の範囲で色を使って表してい
るグラフである。例えば、呼吸イベント指数５以上を赤色（呼吸イベント指数が高いのを
赤系の色）、呼吸イベント指数０を青色（呼吸イベント指数が低いのを青系の色）で表し
ている。すなわち、０から５にかけて青色→水色→緑色→黄色→橙色→赤色と変化させて
いる。当該グラフをグレースケールで表示しているのが図１１である。呼吸イベント指数
の変化を見ていくと、あまり明確な変化は認められないが、１２／２２頃から僅かに減っ
ているように見える。通常、呼吸イベント指数が減ることは良い変化である。
【０１０３】
　また、図１２の周期性体動日誌は、周期性体動指数を０～１０の範囲で色を使って表し
ているグラフである。例えば、周期性体動指数１０以上を赤色（周期性体動指数が高いの
を赤系の色）、周期性体動指数０を青色（周期性体動指数が低いのを青系の色）で表して
いる。すなわち、０から１０にかけて青色→水色→緑色→黄色→橙色→赤色と変化させて
いる。当該グラフをグレースケールで表示しているのが図１２である。
【０１０４】
　図１２の周期性体動指数の変化を見ていくと、１２／２２頃から周期性体動が減ってい
ることが解る。これにより、容体が変化（本来は周期性体動が減ることは良いことである
が、本事例では他の生体情報値の変化と合わせて悪化と推測できる）していることが解る
。
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【０１０５】
　この事例において、呼吸数および心拍数のみから異常を推測する方法では、早く気づけ
るとしても１２／２４の朝、確実に気づけるのは１２／３０の夜である。一方で、睡眠状
態（図８は活動量から判定された睡眠なので、活動量でも良い）、呼吸イベント、周期性
体動を加えることで、早ければ１２／２２、遅くとも１２／２４に異常に気づくことがで
きる。このように、複数の生体情報に基づく値、指数を利用することにより、組み合わせ
て患者状態を推測することができる。また、推測された患者状態に基づいて報知を行うこ
とにより、単純に１つのパラメータ（生体情報）で異常か正常かを判定したときと比較し
て、より適切に患者状態を推測することが可能となる。
【０１０６】
　［５．２　発熱事例］
　図１３は、発熱事例について説明するための患者日誌の一例である。図１３（ａ）は睡
眠状態を示す睡眠日誌（本事例では活動量から判定された睡眠なので、活動量でも良い）
、図１３（ｂ）は心拍数を示す心拍日誌、図１３（ｃ）は呼吸数を示す呼吸日誌である。
【０１０７】
　心拍日誌及び呼吸日誌は、数値によって色が変化する状態となっている。例えば上限（
例えば、心拍数は１２０以上、呼吸数は３０以上）は赤色で表示され、下限（例えば、心
拍数は４０以下、呼吸数は８以下）は青色で表示されている。これが、例えば赤色から、
橙色、黄色、緑色、水色、青色と変化することにより、利用者は数値の状態、変化を把握
することが可能となる。図７においては、上記色調をグレースケールに変換して表示され
ている（従って、必ずしも色の濃淡と数値の大きさは対応していない）。
【０１０８】
　これらのグラフから、例えば１０／１０に在床時間が増えていることが解り、呼吸数・
心拍数が夜間から朝にかけて上昇している。また、１０／１２に心拍数は低下しているが
、呼吸数は高いことが解る。
【０１０９】
　これらの状態の変化により、患者状態推測部７００／７５０によって患者の状態が「発
熱」と推測される。したがって、患者状態に異常があると判定され、アラートが出力され
る（報知される）こととなる。睡眠状態（睡眠日誌）を組み合わせることで、呼吸数、心
拍数だけから異常を判定する場合と比較して、より確実に異常報知ができる効果が得られ
る。
【０１１０】
　［５．３　肺炎事例］
　図１４は、肺炎事例について説明するための患者日誌の一例である。図１４（ａ）は、
睡眠状態を示す睡眠日誌、図１４（ｂ）は呼吸数を示す呼吸日誌、図１４（ｃ）は心拍数
を示す心拍日誌である。図１４における心拍日誌及び呼吸日誌は、各日別とも上段（幅広
領域）に各生体情報に基づくグラフが、下段（幅狭領域）に睡眠状態に基づくグラフが表
示されている。
【０１１１】
　まず、図１４（ａ）の睡眠日誌を参照すると、１１／２７の起床時間は、通常は５時頃
に対して、２時頃の起床となっており、いつもより早いことがわかる。また、図１４（ｂ
）の呼吸日誌を参照すると、１１／２７の１８時頃からいつもより緑色のグラフが増えて
きており、呼吸数が多くなっていることが解る。また、図１４（ｃ）の心拍日誌を参照す
ると、１１／２７の０時頃から黄色が増えてきており、心拍数に変化が起きていることが
解る。一方で、呼吸数および心拍数は異常値を全く示していない。
【０１１２】
　しかし、呼吸数および心拍数に、睡眠状態をあわせて参照することにより、１１／２８
の朝には異常を報知することができる。実際には、この患者は、呼吸数、心拍数のみから
異常を推測していたために、丸１日以上遅い１１／２９　１０時頃の問診で異常が発見さ
れ、肺炎で入院した。
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【０１１３】
　例えば、呼吸数や心拍数を参照すると、１１／２７以外にも僅かな変化を示していると
ころがみられる。ここで、全ての箇所で異常を報知すると、誤報が多くなってしまう。本
実施形態に示したように、各生体情報をパラメータとして、患者状態を推測することによ
り、適切な異常報知を行うことができるようになる。
【０１１４】
　［６．効果］
　このように、上述した実施形態によれば、睡眠時間（就床時刻から起床時刻）や夜間（
２３：００～５：５９などの一定の時間帯）に寝床で測定された呼吸数、心拍数、体動（
活動量）を用いることにより、統一された条件で異常との関連が強い生体情報値を毎日取
得することにより精度の高い異常報知を行うことができるようになる。
【０１１５】
　すなわち、異常との関連が強い呼吸数、心拍数、体動を統一された条件で毎日連続的に
取得できることにより長期間のデータから正確に変化を捉えることが可能となり、個人差
や測定エラーの影響を受けずに異常報知が可能となる。また、睡眠時間や夜間でも体動が
あるため、体動を分析項目に含めることで体動アーチファクトによる心拍数・呼吸数の変
動や精度の低下を加味した異常報知が可能となる。
【０１１６】
　［７．変形例］
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請
求の範囲に含まれる。
【０１１７】
　また、本実施形態においては、検出装置３で出力された結果に基づき、処理装置５にお
いて生体情報を出力しているが、検出装置３で全て算出してもよい。また、端末装置（例
えばスマートフォン、タブレット、コンピュータ）にアプリケーションをインストールし
て実現するだけでなく、例えばサーバ側で処理をして、処理結果を端末装置に返しても良
い。
【０１１８】
　例えば、検出装置３から、生体情報をサーバにアップロードすることで、サーバ側で上
述した処理を実現してもよい。この検出装置３は、例えば加速度センサ、振動センサを内
蔵したスマートフォンのような装置で実現してもよい。
【０１１９】
　また、実施形態において各装置で動作するプログラムは、上述した実施形態の機能を実
現するように、ＣＰＵ等を制御するプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）
である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的に一時記憶装置
（例えば、ＲＡＭ）に蓄積され、その後、各種ＲＯＭやＨＤＤ、ＳＳＤの記憶装置に格納
され、必要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
【０１２０】
　また、市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させ
たり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送し
たりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれるの
は勿論である。
【符号の説明】
【０１２１】
１　異常報知システム
３　検出装置
５　処理装置
　１００　制御部
　２００　生体信号取得部
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　３００　生体情報値算出部
　３５０　睡眠状態判定部
　４００　入力部
　４５０　出力部
　５００　記憶部
　　５１０　生体情報データ
　　５２０　睡眠状態データ
　６００　患者状態取得部
　６５０　患者日誌出力部
　７００、７０５、７５０　患者状態推測部
　　７１０　特徴抽出部
　　７２０　識別部
　　７３０　識別辞書
　　７４０　患者状態出力部
　８００　アラート出力部
１０　ベッド
２０　マットレス

【図１】 【図２】
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